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第１章 背景 

 

１ 公園をとりまく状況 

（１） 社会情勢の変化 

少子高齢化や人口減少の進展、それに伴う財政的な制約、地球環境問題の顕在化、ライフ

スタイルや価値観の多様化、ＳＤＧs（持続可能な開発目標）の国際的な取組などの様々な社

会情勢の変化により、公園利用のニーズも変化してきている。 

また、近年の新型コロナウイルス感染症の拡大による生活様式の変化により、密を避けら

れる都市公園は屋外でのレクリエーション活動や健康的な生活を支える空間として、その価

値が改めて認識されている。 

さらには、本公園周辺では、山陰道の整備などにより交通環境が変化し、人流に変化をも

たらしてきた。 

  

（２） 国の政策や方針などの動き 

社会情勢の変化を受けて、国においては、公園の機能の一層の発揮、民間との連携の加速、

公園の柔軟な使いこなしなど、今後の公園のあり方について新たな方向性を示している。 

国土交通省では、平成 26 年度に「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等の

あり方検討会」が設置され、平成 28 年５月に報告書「新たなステージに向けた緑とオープン

スペース政策の展開について」がとりまとめられた。これを受けて、平成 29 年の都市公園法

改正により公募設置管理制度（Park-PFI）や協議会制度等、公園に関する新たな制度が創設

された。これにより、全国で 102 か所の都市公園で Park-PFI の活用が進み、そのうち 39 か

所では既に公募対象施設が供用され、また、国家戦略特区法により 18 公園、都市計画法改正

により 42 公園で保育所等が設置されている（令和３年度末時点）※。 

また、令和４年２月から「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会」が開催さ

れ、同年 10 月に同検討会が提言「都市公園新時代～公園が活きる、人がつながる、まちが変

わる～」を公表した。 

提言では、都市公園は、ポストコロナの新たな時代において、人中心のまちづくりの中で

個人と社会の「Well-being」の向上に向け、地域の課題や公園の特性に応じ、多機能性のポ

テンシャルを更に発揮することが求められ、このため、新時代の都市公園は、パートナーシ

ップの公園マネジメントで多様な利活用ニーズに応え、地域の価値を高め続ける「使われ活

きる公園」を目指すべきとしている。 

 

 

 

※都市公園の柔軟な管理運営の在り方に関する検討会提言による。 
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○新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について【国土交通省】 

【新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会最終報告書(平成 28 年５月)】 

【最終とりまとめのポイント】 

●社会の成熟化、市民の価値観の多様化、社会資本の一定程度の整備等の社会状況の変化を背

景として、緑とオープンスペース政策は、緑とオープンスペースのポテンシャルを、都市の

ため、地域のため、市民のために最大限引き出すことを重視するステージ（新たなステージ）

と移行すべき 

●新たなステージへの移行に向けて、今後の緑とオープンスペース政策が重視すべき観点は以

下の３つ 

 １．ストック効果をより高める 

 ２．民との連携を加速する 

 ３．都市公園を一層柔軟に使いこなす 

●今後の緑とオープンスペース政策は、以下の戦略を重点的に推進すべき 

 １．緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進 

  ○緑とオープンスペースの、都市をより美しく、暮らしやすく再構築できる力を最大限発

揮して都市のリノベーションを推進すべき 

  ○具体的には、緑の基本計画を強化して緑とオープンスペースを基軸とした都市の再構築

を推進、地域に応じた戦略的な都市公園のストック再編による都市の活性化等を推進 

 ２．より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化 

  ○都市公園をより柔軟に使いこなして、都市の様々な課題の解決のためにその多機能性を

発揮すべき 

  ○具体的には、まちの魅力、価値の向上に向けた都市公園マネジメントの推進や子育てな

ど地域ニーズに応じた都市公園の整備、民間事業者による収益施設の設置促進と公園の

質の向上への還元等を推進 

 ３．民との効果的な連携のための仕組みの充実 

  ○１、２を行政、市民、民間事業者等各主体がそれぞれの役割に応じて推進するため、効

果的な連携のための仕組みの充実等を図るべき 

  ○具体的には、多様な主体との連携による緑とオープンスペースの利活用を活性化するた

めの体制の構築、都市公園の管理の質を客観的に評価・見える化する仕組みの創設等を

推進 

（国土交通省報道発表資料（「新たな時代に都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」

最終とりまとめの公表について（平成 28 年５月 27 日））抜粋） 
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（新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会最終報告書 概要版（国土交通省）） 
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○平成２９年度都市計画法改正概要 

１． 公募設置管理制度（Park-PFI）の創設 
・ 都市公園において飲食店、売店等の公園施設（公募対象公園施設）の設置又は管理を行う

民間事業者を、公募により選定 
・ 事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者には

都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用される。 
（特例１）設置管理許可期間の特例（１０年→２０年） 
（特例２）建蔽率の特例（２％→１２％） 
（特例３）占用物件の特例（自転車駐車場、看板、広告塔を利便増進施設として設置可能） 

２． ＰＦＩ事業の設置管理許可期間の延伸 
・ 公園施設を整備する場合の設置管理許可期間（現行：最長 10 年）を、ＰＦＩ事業契約の

契約期間の範囲内（最長 30 年）で公園管理者が設定可能。 
３． 保育所等の占用物件への追加（特区の全国措置化） 

・ 設置可能な社会福祉施設（通所型） 
施行令 12 条
第３項 

施設の種類 

第１号 児童福祉法関係 ・保育所 
・障害児通所支援事業（放課後等デイサービ

ス、児童発達支援、医療型児童発達支援を行
う事業に限る）の用に供する施設 

・放課後児童健全育成事業の用に供する施設 
・一時預かり事業の用に供する施設 
・小規模保育事業の用に供する施設 

第２号 身体障害者福祉法関係 ・身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設 
・身体障害者福祉センター 

第３号 老人福祉法関係 ・老人デイサービスセンター 
・老人福祉センター 

第４号 障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援す
るための法律関係 

・障害福祉サービス事業（自立訓練、就労移行
支援又は就労継続支援、生活介護を行う事業
に限る）の用に供する施設 

・地域活動支援センター 
第５号 就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律
関係 

・幼保連携型認定こども園 

第６号 都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地方公
共団体が条例で定めるもの等 

（要件）都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用
の促進を図るため特に必要であるとみとめられるもの（法第７条第２項） 

（技術的基準）占用の場所は広場又は公園施設である建築物内（令第 16 条第１項第６の２号） 
       ・広場：施設の敷地面積の合計が、公園全体の広場の面積の 30％以内 
       ・建築物内：施設の床面積の合計が当該建築物の延べ床面積 50％以内 

４． 公園の活性化に関する協議会の設置 
・ 公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上に必要な協議を行うための協議会を組織す

ることができる。 
・ 各構成員には、協議が整った事項について尊重義務がある。 

（協議事項例） 
 ・地域の賑わい創出のためのイベント実施に向けた情報共有、調整 
 ・キャッチボールやバーベキューの可否、可とする場合のルール等、都市公園ごとのロ

ーカルルール作り 
・都市公園のマネジメント方針、計画    等 

５． 都市公園の維持修繕基準の法令化 
・ 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準に適合する

ように行うものとする。 
（都市公園法改正のポイント（国土交通省作成資料）から作成） 
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○都市公園新時代～公園が活きる、人がつながる、まちが変わる～【国土交通省】 

【都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言(令和４年 10 月)】 

＜基本的考え方＞ 

○都市公園は、ポストコロナの新たな時代において、人中心のまちづくりの中で個人と社会の

「Well-being」の向上に向け、地域の課題や公園の特性に応じ、多機能性のポテンシャルを

更に発揮することが求められている。 

○このため、新時代の都市公園は、パートナーシップの公園マネジメントで多様な利活用ニー

ズに応え、地域の価値を高め続ける「使われ活きる公園」を目指すべきである。 

＜重点的な戦略＞ 

○「使われ活きる公園」の実現のため、従来の公園整備・管理運営から、３つの変革が必要。 

    ※３つの変革：「まちの資産とする」、「個性を活かす」、「共に育て共に創る」 

○具体的には、以下の３つの重点戦略に基づき、７つの具体的取組を推進することが重要。 

  重点戦略【１】 新たな価値創出や社会課題解決に向けたまちづくりの「場」とする 

   （施策の方向性）[1]グリーンインフラとしての保全・利活用 

           [2]居心地が良く、誰もが安全・安心で、快適に過ごせる空間づくり 

  重点戦略【２】 しなやかに使いこなす「仕組み」をととのえる 

   （施策の方向性）[3]利用ルールの弾力化  [4]社会実験の場としての利活用 

  重点戦略【３】 管理運営の「担い手」を広げ・つなぎ・育てる 

   （施策の方向性）[5]担い手の拡大と共創  [6]自主性・自律性の向上 

  横断的方策としての「公園 DX」 

   （施策の方向性）[7]デジタル技術とデータの利活用 
※国土交通省報道発表資料（「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会」提言を公表～

「使われ活きる公園」の実装化に向けて～（令和４年 10 月 31 日））抜粋） 
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（都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言 参考資料【資料編】（国土交通省）） 
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（都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言 参考資料【資料編】（国土交通省）） 


